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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和2年5月28日(2020.5.28)

【公開番号】特開2020-60800(P2020-60800A)
【公開日】令和2年4月16日(2020.4.16)
【年通号数】公開・登録公報2020-015
【出願番号】特願2020-2230(P2020-2230)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   5/22     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   5/20     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ   7/023    (2019.01)
   Ｂ３２Ｂ   9/00     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  15/01     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ    5/22     　　　　
   Ｇ０２Ｂ    5/20     　　　　
   Ｂ３２Ｂ    7/023    　　　　
   Ｂ３２Ｂ    9/00     　　　Ａ
   Ｂ３２Ｂ   15/01     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】令和2年3月27日(2020.3.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　全方向高彩度赤色構造色顔料の製造方法であって、
　反射性コア層を乾式堆積すること；
　前記反射性コア層にわたって延在する金属吸収体層を乾式堆積すること；及び
　前記金属吸収体層にわたって延在する誘電体吸収体層を乾式又は湿式堆積すること；
によって多層積層体を製造することを含み、
　前記多層積層体は、ａ*ｂ*Ｌａｂカラーマップ上での０～４０°の間の色相を有する可
視光を反射し、前記多層積層体の外側面に対する垂直方向０～４５°の間のすべての角度
から見た場合に、前記ａ*ｂ*Ｌａｂカラーマップ上での前記０～４０°の範囲内の色相シ
フトを有する、
全方向高彩度赤色構造色顔料の製造方法。
【請求項２】
　前記ａ*ｂ*Ｌａｂカラーマップ上で、前記色相が、１０～３０°の間であり、及び前記
色相シフトが、前記１０～３０°の範囲内である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記反射性コア層が、５０～２００ナノメートルの厚さを有する、請求項１又は２に記
載の方法。
【請求項４】
　前記反射性コア層が、反射性金属及び有色の金属のうちの少なくとも１つから作られる
、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
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　前記反射性金属が、Ａｌ、Ａｇ、Ｐｔ、Ｓｎ、Ｃｒ、及びこれらの組み合わせのうちの
少なくとも１つである、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記有色の金属が、Ａｕ、Ｃｕ、真鍮、青銅、及びこれらの組み合わせのうちの少なく
とも１つである、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記金属吸収体層が、５～５００ナノメートルの厚さを有する、請求項１～６のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記金属吸収体層が、Ｃｕ、青銅、真鍮、アモルファスＳｉ、Ｇｅ、ＴｉＮ、及びこれ
らの組み合わせのうちの少なくとも１つから作られる、請求項１～７のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項９】
　前記誘電体吸収体層が、５～５００ナノメートルの厚さを有する、請求項１～８のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記誘電体吸収体層が、Ｆｅ２Ｏ３から作られる、請求項１～９のいずれか一項に記載
の方法。
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